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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光源から発せられた照明光を導く導光部と、前記導光部を経て被写体へ照射される前記
照明光の照射位置が所定の走査パターンに応じた軌跡を描くように前記導光部を揺動させ
ることが可能な駆動部と、前記被写体へ照射された前記照明光の戻り光を受光する受光部
と、を備えた走査型内視鏡と、
　第１の領域及び第２の領域が設けられている平面部を具備して構成されたテストチャー
トと、
　前記受光部において受光された前記戻り光の強度に応じた信号を生成して出力するよう
に構成された光検出部と、
　前記光検出部から出力される信号を一定のサンプリング周期でサンプリングすることに
より、前記所定の走査パターン上におけるサンプリング画素を生成するように構成された
画素生成部と、
　前記画素生成部により生成された各サンプリング画素を含む前記平面部の画像の中から
前記第１の領域を抽出し、さらに、前記第１の領域に含まれる各サンプリング画素の画素
値に基づき、前記被写体の画像のカラーバランスの調整に用いられる第１の補正値を算出
するように構成された第１の補正値算出部と、
　前記画素生成部により生成された各サンプリング画素を含む前記平面部の画像の中から
前記第２の領域を抽出し、さらに、前記第２の領域に含まれる各サンプリング画素の画素
位置に基づき、前記被写体の画像の画素ずれの補正に用いられる第２の補正値を算出する
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ように構成された第２の補正値算出部と、
　を有することを特徴とする走査型内視鏡システム。
【請求項２】
　前記テストチャートは、前記第１の領域が前記平面部の周縁部に設けられているととも
に、前記第２の領域が前記平面部の中央部に設けられている
ことを特徴とする請求項１に記載の走査型内視鏡システム。
【請求項３】
　前記照明光は、赤色、緑色、及び、青色の３つの色の光を混合した白色光であり、
前記平面部における前記第２の領域には、前記３つの色のうちの第１の色でそれぞれ描か
れた垂直方向の線分と、前記３つの色のうちの前記第１の色とは異なる第２の色でそれぞ
れ描かれた水平方向の線分と、からなる格子パターンが設けられている
ことを特徴とする請求項１に記載の走査型内視鏡システム。
【請求項４】
　前記第２の補正値算出部は、前記第２の領域の中央部に含まれる各サンプリング画素の
画素位置に対して第１の演算方法を適用することにより前記第２の補正値を算出するとと
もに、前記第２の領域の周縁部に含まれる各サンプリング画素の画素位置に対して前記第
１の演算方法とは異なる第２の演算方法を適用することにより前記第２の補正値を算出す
る
ことを特徴とする請求項１に記載の走査型内視鏡システム。
【請求項５】
　前記画素生成部により生成された各サンプリング画素を含む前記平面部の画像に対し、
前記第１の補正値及び前記第２の補正値をそれぞれ適用することにより得られる補正後の
前記平面部の画像を保存できるように構成された記憶部と、
前記記憶部に保存されている補正後の前記平面部の画像と、前記画素生成部により生成さ
れた各サンプリング画素を含む補正前の前記平面部の画像と、に基づき、前記画素ずれ補
正値算出部による前記画素ずれ補正値の算出の要否を判定する判定部と、
をさらに有することを特徴とする請求項１に記載の走査型内視鏡システム。
【請求項６】
　前記所定の走査パターンは、渦巻状の走査パターンである
ことを特徴とする請求項１に記載の走査型内視鏡システム。
【請求項７】
　前記テストチャートは、前記走査型内視鏡の先端部を内部空間に挿入可能な有底筒体と
して形成されているとともに、前記有底筒体の内部の底面部に前記平面部を具備して構成
されている
ことを特徴とする請求項１に記載の走査型内視鏡システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、走査型内視鏡システムに関し、特に、被写体を走査して画像を取得する走査
型内視鏡システムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　医療分野の内視鏡においては、被検者の負担を軽減するために、当該被検者の体腔内に
挿入される挿入部を細径化するための種々の技術が提案されている。そして、このような
技術の一例として、前述の挿入部に相当する部分に固体撮像素子を有しない走査型内視鏡
、及び、当該走査型内視鏡を具備して構成されたシステムが知られている。
【０００３】
　具体的には、前述の走査型内視鏡を具備するシステムは、例えば、光源部から発せられ
た照明光を導光する照明用ファイバの先端部を揺動させることにより被写体を予め設定さ
れた走査パターンで走査し、当該被写体からの戻り光を照明用ファイバの周囲に配置され
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た受光用ファイバで受光し、当該受光用ファイバで受光された戻り光を色成分毎に分離し
て得た信号を用いて当該被写体の画像を生成するように構成されている。
【０００４】
　一方、前述のような構成を具備するシステムに適用可能な較正方法として、例えば、日
本国特表２０１０－５１５９４７号公報に開示されているような較正方法が従来知られて
いる。具体的には、日本国特表２０１０－５１５９４７号公報には、走査ビーム装置を使
用して多色較正パターンの多色画像を取得し、当該取得した多色画像の各色成分と、当該
各色成分に対応する前記多色較正パターンの表示の色成分とを比較し、当該比較した結果
に基づいて前記走査ビーム装置を較正する、という較正方法が開示されている。
【０００５】
　また、一般的な撮像装置等においては、例えば、画像に含まれる被写体の色を、肉眼で
当該被写体を見た場合の自然な色に近づけるようなカラーバランス調整が従来行われてい
る。
【０００６】
　ここで、日本国特表２０１０－５１５９４７号公報に開示された較正方法は、画像の歪
みまたは画素ずれの低減に寄与するものとして着想されている一方で、前述のカラーバラ
ンス調整のような、画像に含まれる被写体の色の調整に寄与するものとしては着想されて
いない。
【０００７】
　そのため、例えば、日本国特表２０１０－５１５９４７号公報に開示された較正方法を
走査型内視鏡に適用した場合においては、前述のカラーバランス調整のような、画像に含
まれる被写体の色の調整に係る作業を別途実施する必要が生じ、すなわち、走査型内視鏡
を用いた観察に要する作業量が増大してしまう、という課題が生じている。
【０００８】
　本発明は、前述した事情に鑑みてなされたものであり、走査型内視鏡を用いた観察に要
する作業量を軽減することが可能な走査型内視鏡システムを提供することを目的としてい
る。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の一態様の走査型内視鏡システムは、光源から発せられた照明光を導く導光部と
、前記導光部を経て被写体へ照射される前記照明光の照射位置が所定の走査パターンに応
じた軌跡を描くように前記導光部を揺動させることが可能な駆動部と、前記被写体へ照射
された前記照明光の戻り光を受光する受光部と、を備えた走査型内視鏡と、第１の領域及
び第２の領域が設けられている平面部を具備して構成されたテストチャートと、前記受光
部において受光された前記戻り光の強度に応じた信号を生成して出力するように構成され
た光検出部と、前記光検出部から出力される信号を一定のサンプリング周期でサンプリン
グすることにより、前記所定の走査パターン上におけるサンプリング画素を生成するよう
に構成された画素生成部と、前記画素生成部により生成された各サンプリング画素を含む
前記平面部の画像の中から前記第１の領域を抽出し、さらに、前記第１の領域に含まれる
各サンプリング画素の画素値に基づき、前記被写体の画像のカラーバランスの調整に用い
られる第１の補正値を算出するように構成された第１の補正値算出部と、前記画素生成部
により生成された各サンプリング画素を含む前記平面部の画像の中から前記第２の領域を
抽出し、さらに、前記第２の領域に含まれる各サンプリング画素の画素位置に基づき、前
記被写体の画像の画素ずれの補正に用いられる第２の補正値を算出するように構成された
第２の補正値算出部と、を有する。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】実施例に係る走査型内視鏡システムの要部の構成を示す図。
【図２】被写体の表面に設定される仮想的なＸＹ平面の一例を示す図。
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【図３】内視鏡に設けられたアクチュエータに供給される第１の駆動信号の信号波形の一
例を示す図。
【図４】内視鏡に設けられたアクチュエータに供給される第２の駆動信号の信号波形の一
例を示す図。
【図５Ａ】図２のような仮想的なＸＹ平面に照明光が照射された場合における、点ＳＡか
ら点ＹＭＡＸに至るまでの照明光の照射座標の時間的な変位を説明するための図。
【図５Ｂ】図２のような仮想的なＸＹ平面に照明光が照射された場合における、点ＹＭＡ
Ｘから点ＳＡに至るまでの照明光の照射座標の時間的な変位を説明するための図。
【図６】実施例に係る走査型内視鏡システムとともに用いられるテストチャートの構成を
説明するための図。
【図７】テストチャートの底面部の構成の一例を示す図。
【図８】実施例に係る走査型内視鏡システムにおいて行われる処理等の一例を示すフロー
チャート。
【図９】画素ずれ補正値の算出に係る処理におけるグループＧＲ１及びＧＲ２の分け方を
模式的に示した図。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を参照しつつ説明を行う。
【００１２】
　図１から図９は、本発明の実施例に係るものである。図１は、実施例に係る走査型内視
鏡システムの要部の構成を示す図である。
【００１３】
　走査型内視鏡システム１は、例えば図１に示すように、被検者の体腔内に挿入される走
査型内視鏡２と、走査型内視鏡２に接続される本体装置３と、本体装置３に接続されるモ
ニタ４と、を有して構成されている。
【００１４】
　走査型内視鏡２は、被検者の体腔内に挿入可能な細長形状及び可撓性を備えて形成され
た挿入部１１を有して構成されている。なお、挿入部１１の基端部には、走査型内視鏡２
を本体装置３に着脱自在に接続するための図示しないコネクタ等が設けられている。
【００１５】
　挿入部１１の内部における基端部から先端部にかけての部分には、本体装置３の光源ユ
ニット２１から供給された照明光を対物光学系１４へ導く導光部としての機能を具備する
照明用ファイバ１２と、被写体からの戻り光を受光して本体装置３の検出ユニット２３へ
導く受光用ファイバ１３と、がそれぞれ挿通されている。
【００１６】
　照明用ファイバ１２の光入射面を含む端部は、本体装置３の内部に設けられた合波器３
２に配置されている。また、照明用ファイバ１２の光出射面を含む端部は、挿入部１１の
先端部に設けられたレンズ１４ａの光入射面の近傍において、固定部材等により固定され
ない状態で配置されている。
【００１７】
　受光用ファイバ１３の光入射面を含む端部は、挿入部１１の先端部の先端面における、
レンズ１４ｂの光出射面の周囲に固定配置されている。また、受光用ファイバ１３の光出
射面を含む端部は、本体装置３の内部に設けられた分波器３６に配置されている。
【００１８】
　対物光学系１４は、照明用ファイバ１２からの照明光が入射されるレンズ１４ａと、レ
ンズ１４ａを経た照明光を被写体へ出射するレンズ１４ｂと、を有して構成されている。
【００１９】
　挿入部１１の先端部側における照明用ファイバ１２の中途部には、本体装置３のドライ
バユニット２２から出力される駆動信号に基づいて駆動するアクチュエータ１５が取り付
けられている。
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【００２０】
　ここで、以降においては、挿入部１１の長手方向の軸に相当する挿入軸（または対物光
学系１４の光軸）に対して垂直な仮想の平面として、図２に示すようなＸＹ平面を被写体
の表面に設定する場合を例に挙げつつ説明を進める。図２は、被写体の表面に設定される
仮想的なＸＹ平面の一例を示す図である。
【００２１】
　具体的には、図２のＸＹ平面上の点ＳＡは、紙面手前側から奥側に相当する方向に挿入
部１１の挿入軸が存在するものとして仮想的に設定した場合における、当該挿入軸と紙面
との交点を示している。また、図２のＸＹ平面におけるＸ軸方向は、紙面左側から右側に
向かう方向として設定されている。また、図２のＸＹ平面におけるＹ軸方向は、紙面下側
から上側に向かう方向として設定されている。また、図２のＸＹ平面を構成するＸ軸及び
Ｙ軸は、点ＳＡにおいて交差している。
【００２２】
　アクチュエータ１５は、本体装置３のドライバユニット２２から出力される第１の駆動
信号に基づき、照明用ファイバ１２の光出射面を含む端部をＸ軸方向に揺動させるように
動作するＸ軸用アクチュエータ（図示せず）と、本体装置３のドライバユニット２２から
出力される第２の駆動信号に基づき、照明用ファイバ１２の光出射面を含む端部をＹ軸方
向に揺動させるように動作するＹ軸用アクチュエータ（図示せず）と、を有して構成され
ている。そして、照明用ファイバ１２の光出射面を含む端部は、前述のようなＸ軸用アク
チュエータ及びＹ軸用アクチュエータの動作に伴い、点ＳＡを中心として渦巻状に揺動さ
れる。
【００２３】
　挿入部１１の内部には、走査型内視鏡２の個体識別情報等の種々の情報を含む内視鏡情
報が予め格納されたメモリ１６が設けられている。そして、メモリ１６に格納された内視
鏡情報は、走査型内視鏡２と本体装置３とが接続された際に、本体装置３のコントローラ
２５によって読み込まれる。
【００２４】
　一方、本体装置３は、光源ユニット２１と、ドライバユニット２２と、検出ユニット２
３と、メモリ２４と、コントローラ２５と、を有して構成されている。
【００２５】
　光源ユニット２１は、光源３１ａと、光源３１ｂと、光源３１ｃと、合波器３２と、を
有して構成されている。
【００２６】
　光源３１ａは、例えばレーザ光源等を具備し、コントローラ２５の制御によりオンされ
た際に、赤色の波長帯域の光（以降、Ｒ光とも称する）を合波器３２へ出射するように構
成されている。
【００２７】
　光源３１ｂは、例えばレーザ光源等を具備し、コントローラ２５の制御によりオンされ
た際に、緑色の波長帯域の光（以降、Ｇ光とも称する）を合波器３２へ出射するように構
成されている。
【００２８】
　光源３１ｃは、例えばレーザ光源等を具備し、コントローラ２５の制御によりオンされ
た際に、青色の波長帯域の光（以降、Ｂ光とも称する）を合波器３２へ出射するように構
成されている。
【００２９】
　合波器３２は、光源３１ａから発せられたＲ光と、光源３１ｂから発せられたＧ光と、
光源３１ｃから発せられたＢ光と、を合波して照明用ファイバ１２の光入射面に供給でき
るように構成されている。
【００３０】
　ドライバユニット２２は、信号発生器３３と、デジタルアナログ（以下、Ｄ／Ａという
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）変換器３４ａ及び３４ｂと、アンプ３５と、を有して構成されている。
【００３１】
　信号発生器３３は、コントローラ２５の制御に基づき、照明用ファイバ１２の光出射面
を含む端部をＸ軸方向に揺動させる第１の駆動信号として、例えば図３に示すような、所
定の波形の信号を生成してＤ／Ａ変換器３４ａに出力するように構成されている。図３は
、走査型内視鏡に設けられたアクチュエータに供給される第１の駆動信号の信号波形の一
例を示す図である。
【００３２】
　また、信号発生器３３は、コントローラ２５の制御に基づき、照明用ファイバ１２の光
出射面を含む端部をＹ軸方向に揺動させる第２の駆動信号として、例えば図４に示すよう
な、前述の第１の駆動信号の位相を９０°ずらした波形の信号を生成してＤ／Ａ変換器３
４ｂに出力するように構成されている。図４は、走査型内視鏡に設けられたアクチュエー
タに供給される第２の駆動信号の信号波形の一例を示す図である。
【００３３】
　Ｄ／Ａ変換器３４ａは、信号発生器３３から出力されたデジタルの第１の駆動信号をア
ナログの第１の駆動信号に変換してアンプ３５へ出力するように構成されている。
【００３４】
　Ｄ／Ａ変換器３４ｂは、信号発生器３３から出力されたデジタルの第２の駆動信号をア
ナログの第２の駆動信号に変換してアンプ３５へ出力するように構成されている。
【００３５】
　アンプ３５は、Ｄ／Ａ変換器３４ａ及び３４ｂから出力された第１及び第２の駆動信号
を増幅してアクチュエータ１５へ出力するように構成されている。
【００３６】
　ここで、図３において例示した第１の駆動信号の振幅値（信号レベル）は、最小値とな
る時刻Ｔ１を起点として徐々に増加し、時刻Ｔ２において最大値になった後で徐々に減少
し、時刻Ｔ３で再び最小値となる。
【００３７】
　また、図４において例示した第２の駆動信号の振幅値（信号レベル）は、最小値となる
時刻Ｔ１を起点として徐々に増加し、時刻Ｔ２の近辺において最大値になった後で徐々に
減少し、時刻Ｔ３で再び最小値となる。
【００３８】
　そして、図３に示すような第１の駆動信号がアクチュエータ１５のＸ軸用アクチュエー
タに供給されるとともに、図４に示すような第２の駆動信号がアクチュエータ１５のＹ軸
用アクチュエータに供給されると、照明用ファイバ１２の光出射面を含む端部が点ＳＡを
中心とした渦巻状に揺動され、このような揺動に応じて被写体の表面が図５Ａ及び図５Ｂ
に示すような渦巻状に走査される。図５Ａは、図２のような仮想的なＸＹ平面に照明光が
照射された場合における、点ＳＡから点ＹＭＡＸに至るまでの照明光の照射座標の時間的
な変位を説明するための図である。図５Ｂは、図２のような仮想的なＸＹ平面に照明光が
照射された場合における、点ＹＭＡＸから点ＳＡに至るまでの照明光の照射座標の時間的
な変位を説明するための図である。
【００３９】
　具体的には、時刻Ｔ１においては、被写体の表面の点ＳＡに相当する位置に照明光が照
射される。その後、第１及び第２の駆動信号の振幅値が時刻Ｔ１から時刻Ｔ２にかけて増
加するに伴い、被写体の表面における照明光の照射座標が点ＳＡを起点として外側へ第１
の渦巻状の軌跡を描くように変位し、さらに、時刻Ｔ２に達すると、被写体の表面におけ
る照明光の照射座標の最外点である点ＹＭＡＸに照明光が照射される。そして、第１及び
第２の駆動信号の振幅値が時刻Ｔ２から時刻Ｔ３にかけて減少するに伴い、被写体の表面
における照明光の照射座標が点ＹＭＡＸを起点として内側へ第２の渦巻状の軌跡を描くよ
うに変位し、さらに、時刻Ｔ３に達すると、被写体の表面における点ＳＡに照明光が照射
される。
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【００４０】
　すなわち、アクチュエータ１５は、ドライバユニット２２から供給される第１及び第２
の駆動信号に基づき、対物光学系１４を経て被写体へ照射される照明光の照射位置が図５
Ａ及び図５Ｂに例示した渦巻状の走査パターンに応じた軌跡を描くように、照明用ファイ
バ１２の光出射面を含む端部を揺動させることが可能な構成を具備している。
【００４１】
　一方、検出ユニット２３は、分波器３６と、検出器３７ａ、３７ｂ及び３７ｃと、アナ
ログデジタル（以下、Ａ／Ｄという）変換器３８ａ、３８ｂ及び３８ｃと、を有して構成
されている。
【００４２】
　分波器３６は、ダイクロイックミラー等を具備し、受光用ファイバ１３の光出射面から
出射された戻り光をＲ（赤）、Ｇ（緑）及びＢ（青）の色成分毎の光に分離して検出器３
７ａ、３７ｂ及び３７ｃへ出射するように構成されている。
【００４３】
　検出器３７ａは、分波器３６から出力されるＲ光の強度を検出し、当該検出したＲ光の
強度に応じたアナログのＲ信号を生成してＡ／Ｄ変換器３８ａへ出力するように構成され
ている。
【００４４】
　検出器３７ｂは、分波器３６から出力されるＧ光の強度を検出し、当該検出したＧ光の
強度に応じたアナログのＧ信号を生成してＡ／Ｄ変換器３８ｂへ出力するように構成され
ている。
【００４５】
　検出器３７ｃは、分波器３６から出力されるＢ光の強度を検出し、当該検出したＢ光の
強度に応じたアナログのＢ信号を生成してＡ／Ｄ変換器３８ｃへ出力するように構成され
ている。
【００４６】
　Ａ／Ｄ変換器３８ａは、検出器３７ａから出力されたアナログのＲ信号をデジタルのＲ
信号に変換してコントローラ２５へ出力するように構成されている。
【００４７】
　Ａ／Ｄ変換器３８ｂは、検出器３７ｂから出力されたアナログのＧ信号をデジタルのＧ
信号に変換してコントローラ２５へ出力するように構成されている。
【００４８】
　Ａ／Ｄ変換器３８ｃは、検出器３７ｃから出力されたアナログのＢ信号をデジタルのＢ
信号に変換してコントローラ２５へ出力するように構成されている。
【００４９】
　メモリ２４には、本体装置３の制御を行うための制御プログラム等が予め格納されてい
る。また、メモリ２４には、図５Ａに示すような理想的な渦巻状の走査パターンに沿って
照明光が照射された際（時刻Ｔ１から時刻Ｔ２に相当する期間）に一定のサンプリング周
期ＳＣでサンプリングされる各サンプリング画素の座標位置（画素位置）に係る情報を含
むマッピングテーブルＭＰＴ１と、図５Ｂに示すような理想的な渦巻状の走査パターンに
沿って照明光が照射された際（時刻Ｔ２から時刻Ｔ３に相当する期間）に一定のサンプリ
ング周期ＳＣでサンプリングされる各サンプリング画素の座標位置（画素位置）に係る情
報を含むマッピングテーブルＭＰＴ２と、がそれぞれ格納されている。
【００５０】
　コントローラ２５は、ＣＰＵ等を具備し、メモリ２４に格納された制御プログラムを読
み出し、当該読み出した制御プログラムに基づいて光源ユニット２１及びドライバユニッ
ト２２の制御を行うように構成されている。
【００５１】
　コントローラ２５は、挿入部１１が本体装置３に接続された際にメモリ１６から読み込
んだ内視鏡情報がメモリ２４に格納（保存）されていないことを検出した場合において、
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当該読み込んだ内視鏡情報をメモリ２４に格納（保存）するように構成されている。
【００５２】
　コントローラ２５は、後述のテストチャート１０１の底面部１０２に照明光が照射され
た際に受光される戻り光に応じて検出ユニット２３から出力されるＲ信号、Ｇ信号及びＢ
信号に基づき、ホワイトバランス調整処理に用いるホワイトバランス補正値を取得し、当
該取得したホワイトバランス補正値をメモリ２４に格納するように構成されている。
【００５３】
　コントローラ２５は、後述のテストチャート１０１の底面部１０２に照明光が照射され
た際に受光される戻り光に応じて検出ユニット２３から出力されるＲ信号、Ｇ信号及びＢ
信号に基づき、画素ずれ補正処理に用いる画素ずれ補正値を取得するとともに、当該取得
した画素ずれ補正値をメモリ２４のマッピングテーブルＭＰＴ１またはＭＰＴ２に書き込
むように構成されている。
【００５４】
　コントローラ２５は、画素生成部としての機能を具備し、時刻Ｔ１から時刻Ｔ２に相当
する期間に検出ユニット２３から出力されるＲ信号、Ｇ信号及びＢ信号を一定のサンプリ
ング周期ＳＣでサンプリングすることによりサンプリング画素を生成し、当該サンプリン
グ画素に基づく補間処理を行うことにより補間画素を生成し、さらに、当該サンプリング
画素及び当該補間画素に基づいて１フレーム分の画像を生成することができるように構成
されている。また、コントローラ２５は、前述のように生成した（時刻Ｔ１から時刻Ｔ２
に相当する期間の）１フレーム分の画像に対し、メモリ２４に格納されたホワイトバラン
ス補正値に基づくホワイトバランス調整処理と、メモリ２４に格納されているマッピング
テーブルＭＰＴ１に書き込まれた画素ずれ補正値に基づく画素ずれ補正処理と、をそれぞ
れ施すことができるように構成されている。
【００５５】
　コントローラ２５は、画素生成部としての機能を具備し、時刻Ｔ２から時刻Ｔ３に相当
する期間に検出ユニット２３から出力されるＲ信号、Ｇ信号及びＢ信号を一定のサンプリ
ング周期ＳＣでサンプリングすることによりサンプリング画素を生成し、当該サンプリン
グ画素に基づく補間処理を行うことにより補間画素を生成し、さらに、当該サンプリング
画素及び当該補間画素に基づいて１フレーム分の画像を生成することができるように構成
されている。また、コントローラ２５は、前述のように生成した（時刻Ｔ２から時刻Ｔ３
に相当する期間の）１フレーム分の画像に対し、メモリ２４に格納されたホワイトバラン
ス補正値に基づくホワイトバランス調整処理と、メモリ２４に格納されているマッピング
テーブルＭＰＴ２に書き込まれた画素ずれ補正値に基づく画素ずれ補正処理と、をそれぞ
れ施すことができるように構成されている。
【００５６】
　コントローラ２５は、ホワイトバランス調整処理及び画素ずれ補正処理を施した画像を
モニタ４に表示させるように構成されている。
【００５７】
　ここで、前述のホワイトバランス補正値及び画素ずれ補正値の取得に用いられるテスト
チャート１０１の構成について説明する。図６は、実施例に係る走査型内視鏡システムと
ともに用いられるテストチャートの構成を説明するための図である。図７は、テストチャ
ートの底面部の構成の一例を示す図である。
【００５８】
　テストチャート１０１は、図６に示すように、挿入部１１の先端部を開口部から内部空
間へ挿入することが可能な有底筒体として形成されている。また、テストチャート１０１
は、図６及び図７に示すように、有底筒体の内部に設けられた平面部としての底面部１０
２と、白色の内周側面部１０３と、位置決め部材１０４と、を具備して形成されている。
また、底面部１０２は、ホワイトバランス調整用領域１０２ａ及び画素ずれ補正用領域１
０２ｂを備えて形成されている。
【００５９】
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　ホワイトバランス調整用領域１０２ａは、底面部１０２の周縁部に設けられた白色かつ
無地の領域として構成されている。
【００６０】
　画素ずれ補正用領域１０２ｂは、底面部１０２の中央部に設けられた（描かれた）格子
パターンを具備する領域として構成されている。
【００６１】
　画素ずれ補正用領域１０２ｂの格子パターンに含まれる垂直方向（図２に例示した仮想
的なＸＹ平面におけるＹ軸方向に相当）の各線分は、赤色、緑色及び青色のうちの第１の
色（例えば赤色）で描かれている。また、画素ずれ補正用領域１０２ｂの格子パターンに
含まれる水平方向（図２に例示した仮想的なＸＹ平面におけるＸ軸方向に相当）の各線分
は、赤色、緑色及び青色の中のうちの第１の色とは異なる第２の色（例えば緑色）で描か
れている。さらに、画素ずれ補正用領域１０２ｂの格子パターンに含まれる垂直方向及び
水平方向の各線分は、１画素分以上の一定かつ相互に同一の間隔を隔ててそれぞれ描かれ
ている。なお、画素ずれ補正用領域１０２ｂの形状は、図２に示したような正方形に限ら
ず、例えば、長方形、円形、楕円形、または、多角形のいずれであってもよい。
【００６２】
　位置決め部材１０４は、例えば、図６に示すようなフランジ付の筒体（または管体）と
して形成されている。
【００６３】
　具体的には、位置決め部材１０４は、テストチャート１０１の内部空間に挿入部１１が
挿入された際に、挿入部１１の先端面と底面部１０２との間の距離を所定の距離に維持し
つつ、当該先端面と底面部１０２とが正対するような位置に挿入部１１の先端部を固定配
置することが可能な形状を具備して形成されている。また、位置決め部材１０４には、前
述のような位置に挿入部１１の先端部が固定配置された状態において、対物光学系１４を
経て出射される照明光を遮らない程度の径を具備する孔が設けられている。
【００６４】
　続いて、以上に述べたような構成を具備する走査型内視鏡システム１の動作等について
説明する。なお、以降においては、走査型内視鏡２のメモリ１６から読み込まれる内視鏡
情報がメモリ２４に格納（保存）されていない場合について主に述べる。
【００６５】
　まず、術者等は、走査型内視鏡２及びモニタ４を本体装置３にそれぞれ接続し、さらに
、走査型内視鏡２をテストチャート１０１の開口部から内部空間へ挿入することにより、
挿入部１１の先端面と底面部１０２とが正対し、挿入部１１の先端面と底面部１０２との
間の距離が所定の距離となり、さらに、対物光学系１４の光軸と画素ずれ補正用領域１０
２ｂの格子パターンの中心とが一致するような位置に挿入部１１の先端部を配置する。す
なわち、このような配置によれば、図２に例示した仮想的なＸＹ平面における点ＳＡと、
画素ずれ補正用領域１０２ｂの格子パターンの中心とが一致する。
【００６６】
　その後、走査型内視鏡システム１の各部の電源が投入されると、挿入部１１のメモリ１
６に格納された内視鏡情報がコントローラ２５により読み込まれ、当該読み込まれた内視
鏡情報がメモリ２４に格納される。
【００６７】
　一方、コントローラ２５は、メモリ１６から読み込んだ内視鏡情報をメモリ２４に格納
させた略直後のタイミングにおいて、光源３１ａ、３１ｂ及び３１ｃをオフからオンへ切
り替える制御を光源ユニット２１に対して行うとともに、第１及び第２の駆動信号をアク
チュエータ１５へ出力させる制御をドライバユニット２２に対して行う。そして、このよ
うなコントローラ２５の制御により、Ｒ光、Ｇ光及びＢ光を混合した白色光が照明光とし
て底面部１０２の表面に照射され、底面部１０２からの戻り光が受光用ファイバ１３によ
り受光され、受光用ファイバ１３により受光された戻り光に応じたＲ信号、Ｇ信号及びＢ
信号が検出ユニット２３から出力される。
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【００６８】
　その後、コントローラ２５は、例えば、本体装置３に設けられたキャリブレーションス
イッチ（不図示）が押下されたことを検出すると、以下に述べるような処理を行うことに
より、ホワイトバランス補正値及び画素ずれ補正値を取得する。
【００６９】
　ここで、ホワイトバランス補正値及び画素ずれ補正値の取得に係る処理等について説明
する。図８は、実施例に係る走査型内視鏡システムにおいて行われる処理等の一例を示す
フローチャートである。
【００７０】
　コントローラ２５は、検出ユニット２３から出力されるＲ信号、Ｇ信号及びＢ信号を一
定のサンプリング周期ＳＣでサンプリングすることによりサンプリング画素を生成し、当
該生成したサンプリング画素に基づく補間処理を行うことにより補間画素を生成し、さら
に、当該生成したサンプリング画素及び補間画素に基づく底面部１０２の画像を生成した
後、当該生成した底面部１０２の画像の中から、ホワイトバランス調整用領域１０２ａに
相当する領域を抽出する（図８のステップＳ１）。
【００７１】
　コントローラ２５は、図８のステップＳ１により抽出したホワイトバランス調整用領域
１０２ａに含まれる各サンプリング画素の画素値に基づいてホワイトバランス補正値を算
出するとともに（図８のステップＳ２）、当該算出したホワイトバランス補正値をメモリ
２４に格納する。
【００７２】
　具体的には、コントローラ２５は、例えば、ホワイトバランス調整用領域１０２ａに含
まれる各サンプリング画素について、Ｒ成分の画素値の平均値ＲＰＡと、Ｇ成分の画素値
の平均値ＧＰＡと、Ｂ成分の画素値の平均値ＢＰＡと、をそれぞれ算出した後、さらに、
当該算出した３つの平均値ＲＰＡ、ＧＰＡ及びＢＰＡの比を１：１：１とするようなホワ
イトバランス補正値を算出する。
【００７３】
　その後、コントローラ２５は、図８のステップＳ１においてホワイトバランス調整用領
域１０２ａの抽出に用いたものと同一の画像の中から、底面部１０２の画素ずれ補正用領
域１０２ｂに相当する領域を抽出する（図８のステップＳ３）。
【００７４】
　コントローラ２５は、図８のステップＳ３において画素ずれ補正用領域１０２ｂの抽出
に用いたものと同一の画像に含まれる各画素の画素ずれ補正値を算出した（図８のステッ
プＳ４）後、当該算出した各画素の画素ずれ補正値をメモリ２４のマッピングテーブルＭ
ＰＴ１またはＭＰＴ２に書き込む。
【００７５】
　ここで、図８のステップＳ４において、画素ずれ補正値を算出する際に行われる演算の
一例について説明する。なお、以降においては、簡単のため、垂直方向の画素ずれ補正値
を算出する場合を主な例として挙げつつ説明する。
【００７６】
　まず、コントローラ２５は、メモリ２４のマッピングテーブルＭＰＴ１またはＭＰＴ２
に含まれている各サンプリング画素の座標位置を、画素ずれ補正用領域１０２ｂの中央部
に属するグループＧＲ１と、当該中央部以外の周縁部に属するグループＧＲ２と、に分け
る。図９は、画素ずれ補正値の算出に係る処理におけるグループＧＲ１及びＧＲ２の分け
方を模式的に示した図である。
【００７７】
　具体的には、コントローラ２５は、例えば、画素ずれ補正用領域１０２ｂの画像サイズ
が４００×４００画素である場合においては、図９に模式的に示すように、メモリ２４の
マッピングテーブルＭＰＴ１またはＭＰＴ２に含まれている各サンプリング画素の座標位
置を、画素ずれ補正用領域１０２ｂの中央部に位置する１５０×１５０画素からなる範囲
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（領域）内に含まれるグループＧＲ１と、当該中央部以外の周縁部に属するグループＧＲ
２と、に分ける。なお、このようなグループＧＲ１及びＧＲ２の分け方は、挿入部１１の
先端面と底面部１０２との間の距離が所定の距離である場合の一例を示している。そのた
め、本実施例によれば、画素ずれ補正用領域１０２ｂの中央部及び周縁部の範囲（領域）
が、挿入部１１の先端面と底面部１０２との間の距離に応じた適切な広さの範囲（領域）
となるように設定されることが望ましい。
【００７８】
　次に、コントローラ２５は、グループＧＲ１またはグループＧＲ２に属する各サンプリ
ング画素の座標位置の中から、画素ずれ補正用領域１０２ｂの格子パターンの水平方向の
線分を構成する各サンプリング画素の座標位置を抽出する。具体的には、コントローラ２
５は、例えば、画素ずれ補正用領域１０２ｂにおける第２の色で描かれている部分を、画
素ずれ補正用領域１０２ｂの格子パターンの水平方向の線分を構成する各サンプリング画
素の座標位置として抽出する。
【００７９】
　ここで、画素ずれ補正用領域１０２ｂの格子パターンの水平方向における１つの線分を
構成する各サンプリング画素の座標位置が（ｘｉ，ｙｉ）で表される（但し、０≦ｉ≦Ｎ
－１とする）とともに、当該各サンプリング画素の座標位置に基づいて求められる水平方
向のスプライン曲線がｆ（ｘｉ）で表される場合を考えると、当該スプライン曲線ｆ（ｘ
ｉ）に対応する評価値σを以下の数式（１）で表すことができる。なお、以下の数式（１
）において、ωｉは所定の定数を表し、ｇは正の値をとる重み係数を表し、ｆ(M) （ｘｉ
）はスプライン曲線ｆ（ｘｉ）のＭ次導関数を表すものとする。
【００８０】

　数式（１）の右辺第１項は、画素ずれ補正用領域１０２ｂの格子パターンの水平方向に
おける１つの線分を構成する各サンプリング画素の座標位置（ｘ０，ｙ０）、（ｘ１，ｙ
１）、…（ｘ（Ｎ－１），ｙ（Ｎ－１））に対し、スプライン曲線ｆ（ｘｉ）がどの程度
乖離しているかを測るための尺度として扱われる。そのため、例えば、数式（１）の右辺
第１項の値が小さくなるに従い、画素ずれ補正用領域１０２ｂの格子パターンの水平方向
における１つの線分を構成する各サンプリング画素の座標位置（ｘ０，ｙ０）、（ｘ１，
ｙ１）、…（ｘ（Ｎ－１），ｙ（Ｎ－１））と、スプライン曲線ｆ（ｘｉ）との間の乖離
が小さくなる。
【００８１】
　また、数式（１）の右辺第２項は、スプライン曲線ｆ（ｘｉ）の振動の大きさを示す尺
度として扱われる。そのため、例えば、数式（１）の右辺第２項における重み係数ｇを除
く部分の値が小さくなるに従い、スプライン曲線ｆ（ｘｉ）が滑らかになる。
【００８２】
　すなわち、上記の数式（１）の左辺の評価値σの値が最小となるような水平方向のスプ
ライン曲線ｆ（ｘｉ）を求め、さらに、当該求めた水平方向のスプライン曲線ｆ（ｘｉ）
と、サンプリング画素のＹ座標値ｙｉとの差分をとることにより（ｆ（ｘｉ）－ｙｉの演
算を行うことにより）、当該Ｙ座標値ｙｉに対応する垂直方向の画素ずれ補正値を算出す
ることができる。また、上記の数式（１）を用いた演算によれば、例えば、上記の数式（
１）の左辺の評価値σの値が最小となるような垂直方向のスプライン曲線を求め、さらに
、当該求めた垂直方向のスプライン曲線と、サンプリング画素のＸ座標値との差分をとる
ことにより、当該Ｘ座標値に対応する水平方向の画素ずれ補正値を算出することもできる
。
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【００８３】
　ところで、渦巻状の走査パターンで走査を行う（照明用ファイバ１２を揺動させる）場
合においては、走査密度が最も高くなる領域であるグループＧＲ１に属する各サンプリン
グ画素の座標位置のずれ量が、グループＧＲ２に属する各サンプリング画素の座標位置の
ずれ量に対して相対的に大きくなると考えられる。
【００８４】
　これに対し、本実施例によれば、渦巻状の走査パターンで走査を行う場合の歪みの発生
に対応するために、例えば、グループＧＲ１に属する各サンプリング画素の画素ずれ補正
値を算出する際に数式（１）に適用する重み係数ｇの値を、グループＧＲ２に属する各サ
ンプリング画素の画素ずれ補正値を算出する際に数式（１）に適用する重み係数ｇの値に
比べて大きな値とすることにより、２つのグループＧＲ１及びＧＲ２において、相互に異
なるスプライン曲線に基づく画素ずれ補正値が算出されるようにしている。
【００８５】
　換言すると、本実施例によれば、渦巻状の走査パターンで走査を行う場合の歪みの発生
に対応するために、例えば、スプライン曲線自体の滑らかさを重視するように重み係数ｇ
の値が設定された数式（１）により、グループＧＲ１に属する各サンプリング画素の画素
ずれ補正値の算出に用いられる第１のスプライン曲線が求められる一方で、サンプリング
画素の座標位置に対するスプライン曲線の乖離度の低さを重視するように重み係数ｇの値
が設定された数式（１）により、グループＧＲ２に属する各サンプリング画素の画素ずれ
補正値の算出に用いられる第２のスプライン曲線が求められる。
【００８６】
　なお、本実施例においては、数式（１）における重み係数ｇの値の設定を適宜変更する
ことにより、渦巻状の走査パターンで走査を行う場合に発生する歪みについてのみならず
、他の走査パターンで走査を行う場合に発生する歪みについても、画素ずれ補正値の算出
に好適なスプライン曲線を求めることができる。
【００８７】
　また、本実施例においては、グループＧＲ１に属する各サンプリング画素の画素ずれ補
正値を算出する際に用いられる第１のスプライン曲線と、グループＧＲ２に属する各サン
プリング画素の画素ずれ補正値を算出する際に用いられる第２のスプライン曲線と、が滑
らかに接続されるように、例えば、グループＧＲ１の範囲（領域）がグループＧＲ２の範
囲（領域）に一部重複するように設定されるものであってもよい。
【００８８】
　さらに、本実施例によれば、例えば、グループＧＲ１に属する各画素で算出された画素
ずれ補正値、または、グループＧＲ２に属する各画素で算出された画素ずれ補正値のいず
れかに対し、画素間の距離に応じた重み付けを行うことにより、各補間画素、及び、ホワ
イトバランス調整用領域１０２ａに含まれる各画素における画素ずれ補正値をそれぞれ算
出することもできる。
【００８９】
　すなわち、以上に述べたような演算が図８のステップＳ４において行われることにより
、図８のステップＳ３において画素ずれ補正用領域１０２ｂの抽出に用いたものと同一の
画像に含まれる各画素毎に、水平方向の画素ずれ補正値、及び、垂直方向の画素ずれ補正
値が算出されるとともに、当該算出された水平方向及び垂直方向の画素ずれ補正値がメモ
リ２４のマッピングテーブルＭＰＴ１またはＭＰＴ２に書き込まれる。
【００９０】
　コントローラ２５は、図８のステップＳ４の処理を実施した後でメモリ２４に格納され
ている情報を確認することにより、２つのマッピングテーブルＭＰＴ１及びＭＰＴ２のそ
れぞれで画素ずれ補正値を算出したか否かを判定する（図８のステップＳ５）。
【００９１】
　そして、コントローラ２５は、マッピングテーブルＭＰＴ１及びＭＰＴ２のうち、画素
ずれ補正値を算出していないマッピングテーブルがあるとの判定結果を得た場合には、図



(13) JP 5530577 B1 2014.6.25

10

20

30

40

50

８のステップＳ３に戻って処理を行う。
【００９２】
　また、コントローラ２５は、マッピングテーブルＭＰＴ１及びＭＰＴ２の両方で画素ず
れ補正値を算出したとの判定結果を得た場合には、メモリ２４に格納されているホワイト
バランス補正値を用いたホワイトバランス調整処理と、メモリ２４に格納されているマッ
ピングテーブルＭＰＴ１及びＭＰＴ２に書き込まれた画素ずれ補正値を用いた画素ずれ補
正処理と、をそれぞれ施した２フレーム分の補正後の画像を生成する（図８のステップＳ
６）。
【００９３】
　その後、コントローラ２５は、図８のステップＳ６により生成した２フレーム分の補正
後の画像の両方でホワイトバランス調整処理及び画素ずれ補正処理が正常に施されている
か否かを判定する（図８のステップＳ７）。
【００９４】
　そして、コントローラ２５は、図８のステップＳ６により生成した２フレーム分の画像
のうち、ホワイトバランス調整処理及び画素ずれ補正処理が正常に施されていない画像が
あるとの判定結果を得た場合には、メモリ２４に格納されているホワイトバランス補正値
と、メモリ２４に格納されているマッピングテーブルＭＰＴ１及びＭＰＴ２に書き込まれ
た画素ずれ補正値と、をそれぞれ破棄した後、図８のステップＳ１からの処理を再度行う
。
【００９５】
　また、コントローラ２５は、図８のステップＳ６により生成した２フレーム分の画像の
両方でホワイトバランス調整処理及び画素ずれ補正処理が正常に施されているとの判定結
果を得た場合には、当該２フレーム分の補正後の画像と、本体装置３に接続されている走
査型内視鏡２のメモリ１６から読み込んだ内視鏡情報と、を関連付けてメモリ２４に保存
した（図８のステップＳ８）後、ホワイトバランス補正値及び画素ずれ補正値の取得に係
る一連の処理を完了する。
【００９６】
　具体的には、コントローラ２５は、例えば、図８のステップＳ６により生成した２フレ
ーム分の補正後の画像と、ホワイトバランス調整処理及び画素ずれ補正処理が正常に施さ
れているか否かの選択を術者等に促すＧＵＩ（Ｇｒａｐｈｉｃａｌ Ｕｓｅｒ Ｉｎｔｅｒ
ｆａｃｅ）と、を併せてモニタ４に表示させる。そして、コントローラ２５は、例えば、
術者等によるキーボードまたはポインティングデバイス（いずれも不図示）の操作に基づ
き、「ＮＯ」等の否定を示す文字列が記載されたＧＵＩボタンが押下されたことを検出し
た場合において、図８のステップＳ６により生成した２フレーム分の補正後の画像のうち
、ホワイトバランス調整処理及び画素ずれ補正処理が正常に施されていない画像があると
の判定結果を得る。また、コントローラ２５は、例えば、術者等によるキーボードまたは
ポインティングデバイス（いずれも不図示）の操作に基づき、「ＹＥＳ」等の肯定を示す
文字列が記載されたＧＵＩボタンが押下されたことを検出した場合において、図８のステ
ップＳ６により生成した２フレーム分の補正後の画像の両方でホワイトバランス調整処理
及び画素ずれ補正処理が正常に施されているとの判定結果を得る。
【００９７】
　一方、コントローラ２５は、判定部としての機能を具備し、相互に関連付けられた状態
でメモリ２４に保存されている内視鏡情報及び補正後の画像を参照することにより画素ず
れ補正値の取得の要否を判定し、さらに、当該判定した結果に基づいて図８のステップＳ
３～Ｓ８に相当する処理を実施または省略するように動作する。
【００９８】
　具体的には、コントローラ２５は、例えば、メモリ２４に既に保存されているものと同
一の内視鏡情報をメモリ１６から読み込んだ場合であって、さらに、当該内視鏡情報に関
連付けられた状態で保存されている補正後の画像と、図８のステップＳ１の処理を行う前
にサンプリング画素及び補間画素に基づいて生成した補正前の画像と、の間の差分値（歪
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て、画素ずれ補正値の取得が不要であると判定し、さらに、当該判定した結果に基づいて
図８のステップＳ３～Ｓ８に相当する処理を省略するように動作する。
【００９９】
　一方、コントローラ２５は、例えば、メモリ２４に既に保存されているものと同一の内
視鏡情報をメモリ１６から読み込んだ場合であって、さらに、当該内視鏡情報に関連付け
られた状態で保存されている補正後の画像と、図８のステップＳ１の処理を行う前にサン
プリング画素及び補間画素に基づいて生成した補正前の画像と、の間の差分値（歪み量ま
たは画素ずれ量に相当する値）が所定の閾値を超えていることを検出した場合において、
画素ずれ補正値の取得が必要であると判定し、さらに、当該判定した結果に基づいて図８
のステップＳ３～Ｓ８に相当する処理を実施するように動作する。
【０１００】
　以上に述べたように、本実施例によれば、テストチャート１０１のホワイトバランス調
整用領域１０２ａ及び画素ずれ補正用領域１０２ｂを走査して得られる画像に基づき、当
該画像におけるホワイトバランス補正値及び画素ずれ補正値をまとめて取得することがで
きる。そのため、本実施例によれば、走査型内視鏡を用いた観察に要する作業量を軽減す
ることができる。
【０１０１】
　また、以上に述べたように、本実施例によれば、過去に本体装置３に接続されたことが
ある走査型内視鏡２における画素ずれ補正値の取得の要否がコントローラ２５により判定
されるようになっている。そのため、本実施例によれば、例えば、本体装置３に走査型内
視鏡２を接続する毎に、術者等が目視で画像を確認して画素ずれ補正値の取得の要否を判
断する、というような、走査型内視鏡を用いた観察の前に行われる一部の作業を省くこと
ができ、その結果、走査型内視鏡を用いた観察に要する作業量を軽減することができる。
【０１０２】
　なお、本実施例によれば、例えば、各色成分の画素値がそれぞれ０～２５５の値（８ビ
ット）で示される場合において、Ｒ成分、Ｇ成分及びＢ成分の画素値が全て２５５である
ような画素を予め除外してから図８の一連の処理を行うようにしてもよい。
【０１０３】
　本発明は、上述した実施例に限定されるものではなく、発明の趣旨を逸脱しない範囲内
において種々の変更や応用が可能であることは勿論である。
【０１０４】
　本出願は、２０１２年９月３日に日本国に出願された特願２０１２－１９３３３９号を
優先権主張の基礎として出願するものであり、上記の開示内容は、本願明細書、請求の範
囲、図面に引用されたものとする。
【要約】
　走査型内視鏡システムは、照明光を導く導光部と、照明光の照射位置が所定の走査パタ
ーンに応じた軌跡を描くように導光部を揺動させる駆動部と、照明光の戻り光を受光する
受光部と、を備えた走査型内視鏡と、第１の領域が周縁部に設けられているとともに、第
２の領域が中央部に設けられている平面部を具備するテストチャートと、戻り光の強度に
応じた信号を出力する光検出部と、所定の走査パターン上の画素を生成する画素生成部と
、第１の領域に含まれる各画素の画素値に基づいてカラーバランス調整用の補正値を算出
する第１の補正値算出部と、第２の領域に含まれる各画素の画素位置に基づいて画素ずれ
補正用の補正値を算出する第２の補正値算出部と、を有する。
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